
 

 

 

 

  健 康 福 祉 を 取 り 巻 く 状 況 の 変 化 や 課 題 を 的 確 に 把 握 し な が ら 、 あ い ち 健 康 福 祉 ビ

ジ ョ ン （ 平 成 23～ 27 年 度 ） の 取 組 の 実 施 状 況 の 評 価 を 行 う 。  

 

 ○  年次レポートの構成   

１  特  集   

・  毎 年 度 、 社 会 的 に 関 心 の 高 い 事 項 や 、 新 た な 動 向 が 見 ら れ た 施 策 等 を テ ー

マ と し て 取 り 上 げ 、 前 年 度 の 取 組 状 況 を 検 証 す る 。  

・  今 回 の テ ー マ は 、「 子 ど も と 子 育 て に あ た た か い 社 会 づ く り 」と「 認 知 症 高

齢 者 へ の 支 援 」 と す る 。  

  ２  主 要 な 目 標 の 進 捗 状 況   

・  ビ ジ ョ ン に 掲 げ た 「 主 要 な 目 標 （ 3 8 項 目 ）」 の 進 捗 状 況 を 把 握 ・ 評 価 す る 。 

   ・  昨 年 度 の 年 次 レ ポ ー ト に お け る「 新 た な 課 題 へ の 対 応 」の そ の 後 の 状 況 を 把

握 し 、 必 要 に 応 じ て 新 た な 目 標 を 設 定 す る 。  

   ３  新 た な 課 題 へ の 対 応   

・  社 会 状 況 の 変 化 に 伴 う 新 た な 課 題 が 生 じ た 場 合 に 、取 組 の 方 向 性 を 明 ら か に

す る 。  

・  今 回 は 、「 歯 と 口 の 健 康 づ く り の 推 進 」 と 「 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 構 築 」

に つ い て 考 え 方 を 示 す 。  

 

 

 

（１）子どもと子育てにあたたかい社会づくり（ P.3～ 17）    

ビ ジ ョ ン で は 、家 庭 を 築 き 、安 心 し て 子 ど も を 生 み 育 て る こ と が で き る 社 会 を

実 現 す る た め 、子 育 て 期 ば か り で な く 、就 職 、結 婚 を 含 む ラ イ フ ス テ ー ジ に 応 じ

た 施 策 を 示 し て い る 。  

子 ど も ・ 子 育 て 新 制 度 が 平 成 27 年 度 か ら 開 始 さ れ る こ と か ら 、 ビ ジ ョ ン に 基

づ き 取 り 組 ん で き た 少 子 化 対 策 の う ち 、安 心 し て 出 産・子 育 て が で き る 社 会 環 境

の 整 備 や 、社 会 に お け る 子 育 て に 関 す る 意 識 の 醸 成 と い っ た「 子 ど も・子 育 て 支

援 」 に 関 す る 主 な 取 組 の 実 施 状 況 に つ い て 検 証 す る 。  

 

①  周 産 期 医 療 体 制 の 整 備 （ P.5～ 6）   

安 心 し て 妊 娠 ・ 出 産 、 子 育 て で き る 医 療 体 制 を 整 備 す る た め 、 総 合 周 産 期 母

子 医 療 セ ン タ ー 、 地 域 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー 、 バ ー ス セ ン タ ー の 整 備 を 支 援

し た 。  

 

②  父 親 の 育 児 参 画 の 促 進 （ P.7～ 8）  

育 児 に 積 極 的 に 関 わ る 男 性 を 増 や す た め 、「 子 育 て ハ ン ド ブ ッ ク  お 父 さ ん ダ  

イ ス キ 」を 作 成 し 、ス マ ー ト フ ォ ン に ダ ウ ン ロ ー ド で き る ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 配

信 を 開 始 し た 。  

 

１  特  集（ P.3～ 30）  

 

 

 

年次レポートの目的  

あいち健康福祉ビジョン年次レポート（平成 25 年度版）の概要  



 

 

③  保 育 サ ー ビ ス ・ 放 課 後 対 策 の 拡 充 （ P.9～ 10）   

働 き な が ら 子 育 て を す る 家 庭 を 支 援 す る た め 、 市 町 村 に お け る 保 育 所 や 放 課

後 児 童 ク ラ ブ の 整 備 を 支 援 し た 。  

 

④  新 た な 保 育 事 業 の 創 設 に 向 け た 提 言 （ P.11～ 12）  

事 業 所 内 保 育 施 設 の 設 置 に 向 け た 調 査・研 究 事 業 を 実 施 し 、家 庭 的 保 育 者（ ＝

保 育 マ マ ）を 活 用 し た 新 た な 保 育 モ デ ル（ 事 業 所 内 家 庭 的 保 育 事 業（ 仮 称 ））の

創 設 に つ い て 国 に 対 し 提 言 を 行 っ た 。  

 

⑤  子 育 て 応 援 の 日 （ は ぐ み ん デ ー ） の 普 及 啓 発 （ P.13～ 15）   

社 会 全 体 で 子 育 て を 応 援 す る 機 運 を 高 め る た め 、毎 月 19 日 を「 子 育 て 応 援 の

日 （ は ぐ み ん デ ー ）」 と 定 め 、 子 育 て 家 庭 、 職 場 、 地 域 全 体 で 子 育 て を 応 援 す る

県 民 運 動 を 実 施 し た 。  

 

⑥  子 育 て 家 庭 優 待 カ ー ド 事 業 の 実 施 （ P.16～ 17）  

「 は ぐ み ん カ ー ド 」を 協 賛 店 舗・施 設 で 提 示 す る こ と に よ り 、割 引・特 典 等 様 々

な サ ー ビ ス が 受 け ら れ る 事 業 を 推 進 し た 。  

 

【 取 組 を 踏 ま え た 今 後 の 方 向 性 】（ P.17）   

子 ど も・子 育 て 支 援 に 関 す る 取 組 は 一 歩 一 歩 着 実 に 進 ん で い る が 、今 後 は 、子

ど も・子 育 て 新 制 度 に お け る 給 付・事 業 等 が 円 滑 に 行 わ れ る よ う 、子 ど も・子 育

て 会 議 を 設 置 し 、 市 町 村 に 対 し て 助 言 ・ 援 助 を 行 っ て い く こ と が 必 要 で あ る 。  

 

（２）認知症高齢者への支援（ P.18～ 30）  

 本 県 の 認 知 症 高 齢 者 の 数 は 増 加 し て お り 、団 塊 の 世 代 が 75 歳 以 上 と な る 平 成 37

年 度 に は 約 25 万 人 に 上 る と 推 計 さ れ て い る 。こ の た め 、特 に 認 知 症 高 齢 者 や そ の

家 族 が 住 み 慣 れ た 地 域 で 安 心 し て 暮 ら し 続 け る た め の 地 域 支 援 体 制 づ く り や 、 地

域 住 民 や 専 門 職 の 方 が 認 知 症 に 対 す る 理 解 を 深 め て い く こ と が 求 め ら れ て お り 、

そ の 主 な 取 組 の 実 施 状 況 に つ い て 検 証 す る 。  

 

①  認 知 症 高 齢 者 や 家 族 へ の 支 援 （ P.20）  

認 知 症 高 齢 者 や そ の 家 族 の 不 安 を 解 消 し 、 適 切 な 機 関 に よ る 支 援 へ つ な げ る

た め 、「 認 知 症 の 人 と 家 族 の 会 」 に 委 託 し 、 電 話 相 談 を 実 施 し た 。  

 

②  認知症サポート医の養成、地域のかかりつけ医に対する研修の実施（ P.21～ 22）   

早 期 診 断 ・ 早 期 治 療 が 重 要 で あ る た め 、 か か り つ け 医 の 認 知 症 対 応 力 を 向 上

さ せ る 研 修 を 実 施 し た 。  

 

③  認 知 症 疾 患 医 療 セ ン タ ー の 指 定 （ P.23）  

認 知 症 疾 患 に 対 す る 地 域 の 保 健 医 療 水 準 を 向 上 さ せ る た め 、 鑑 別 診 断 、 急 性

期 治 療 、 専 門 医 療 相 談 等 を 行 う 認 知 症 疾 患 医 療 セ ン タ ー を 指 定 し た 。  

 

資 料 4－ 1  



 

④  認 知 症 サ ポ ー タ ー 養 成 講 座 の 実 施 （ P.24～ 25）  

地 域 に お い て 見 守 り や 家 族 支 援 を 行 う 認 知 症 サ ポ ー タ ー を 養 成 し た 。  

 

⑤  認 知 症 等 普 及 啓 発 地 域 シ ン ポ ジ ウ ム の 開 催 （ P.26）  

地 域 住 民 等 が 認 知 症 に 対 す る 理 解 を 深 め る た め に 、県 保 健 所 に お い て 、「 認 知

症 等 普 及 啓 発 地 域 シ ン ポ ジ ウ ム 」 を 開 催 し た 。  

 

⑥  認 知 症 地 域 支 援 体 制 づ く り 研 修 の 実 施 （ P.27）  

市 町 村 に お い て 、 認 知 症 に な っ て も 安 心 し て 暮 ら せ る ま ち づ く り が 推 進 さ れ

る よ う 、 市 町 村 職 員 等 を 対 象 と し た 研 修 を 実 施 し た 。  

 

⑦  市 町 村 認 知 症 施 策 総 合 推 進 事 業 の 取 組 の 発 表 （ P.28～ 29）  

医 療 、 介 護 、 生 活 支 援 サ ー ビ ス が 有 機 的 に 連 携 し 、 認 知 症 の 人 に 対 す る 効 果

的 な 支 援 を 行 う 「 認 知 症 施 策 総 合 推 進 事 業 」 が 3 市 で 取 り 組 ま れ 、 そ の 状 況 を

市 町 村 が 共 有 し た 。  

 

【 取 組 を 踏 ま え た 今 後 の 方 向 性 】（ P.29）  

認 知 症 高 齢 者 や そ の 家 族 を 地 域 で 支 え る 取 組 が 進 め ら れ て い る が 、 今 後 は 、

国 の 「 認 知 症 施 策 推 進 5 か 年 計 画 (オ レ ン ジ プ ラ ン )」 な ど の 動 き を 踏 ま え た 施

策 に 取 り 組 ん で い く こ と が 必 要 で あ る 。  

 

 

 

主 要 な 目 標 に 対 す る 平 成 24 年 度 の 実 績 は 、 全 体 と し て は 概 ね 順 調 に 推 移 し て い

る 。  

ま た 、 昨 年 度 「 新 た な 課 題 へ の 対 応 」 と し て 示 し た 「 災 害 医 療 体 制 の 再 構 築 」 に

つ い て は 、 災 害 医 療 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 任 命 な ど を 実 施 し た 。  

 

 

 

（１）歯と口の健康づくりの推進（ P.46～ 55）  

ビ ジ ョ ン で は 、「 誰 も が 健 康 で 長 生 き で き る 社 会 」 を 目 指 し 、「 ８ ０ ２ ０ 運 動 」 の

推 進 を は じ め 、歯 の 健 康 づ く り に 取 り 組 ん で き た が 、「 あ い ち 歯 と 口 の 健 康 づ く り 八

○ 二 ○ 推 進 条 例 」 の 制 定 や 「 愛 知 歯 科 口 腔 保 健 基 本 計 画 」 の 策 定 を 契 機 と し て 、 改

め て 体 系 的 に 整 理 さ れ た 課 題 を 踏 ま え 、 す べ て の 県 民 が 健 康 で 質 の 高 い 生 活 を 実 現

す る た め 、 よ り 一 層 、 歯 科 口 腔 保 健 を 推 進 さ せ る こ と が 求 め ら れ て い る 。  

 

【 取 組 の 方 向 性 】  

①  口 腔 の 健 康 の 保 持 ・ 推 進 に 関 す る 健 康 格 差 の 縮 小 （ P.48）  

○  本 県 の う 蝕 の 状 況 は 、全 国 で も ト ッ プ レ ベ ル と な っ て お り 、こ れ を 維 持 し て

い く 。  

○  歯 科 口 腔 保 健 の 地 域 等 に よ る 格 差 の 解 消 を 図 っ て い く 。  

 

３  新たな課題への対応（ P.46～ 67）  

 

２  主要な目標の進捗状況（ P.31～ 45）  

 



 

②  歯 科 疾 患 の 予 防 と 生 活 の 質 の 向 上 に 向 け た 口 腔 機 能 の 維 持 ・ 向 上 （ P.49～ 51）  

○  生 活 習 慣 を 形 成 す る 乳 幼 児 期 か ら 、歯 の 喪 失 が 起 こ る 高 齢 期 ま で の ラ イ フ ス

テ ー ジ に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ の 特 性 を 踏 ま え 、 固 有 の 対 策 を 図 っ て い く 。  

・ 乳 幼 児 期 （ 出 生 か ら 5 歳 ）  

・ 学 童 期 （ 6 歳 ～ 19 歳 ）  

  ・ 成 人 期 （ 20 歳 ～ 59 歳  妊 産 婦 で あ る 期 間 を 含 む ）  

    ・ 高 齢 期 （ 60 歳 以 上 ）  

③  定 期 的 な 歯 科 検 診 ・ 医 療 の 受 診 困 難 者 へ の 歯 科 口 腔 保 健 の 推 進 （ P.52）  

○  障 が い 者 （ 児 ）、 要 介 護 高 齢 者 や 在 宅 療 養 者 は 、 口 腔 管 理 が 難 し く 歯 科 疾 患

が 重 症 化 し や す い 傾 向 が あ る た め 、こ う し た 方 々 の 歯 科 受 診 環 境 を 充 実 し て い

く 。  

○  三 河 山 間 地 域 の 無 歯 科 医 地 区 に お け る 適 切 な 歯 科 保 健・医 療 サ ー ビ ス の 提 供

を 図 っ て い く 。  

 

（２）地域包括ケアシステムの構築 （ P.56～ 67）  

ビ ジ ョ ン で は 、「 第 1 節  福 祉 」の 課 題 と し て 、「 地 域 包 括 ケ ア 」、「 住 ま い の 確 保 」、

「 介 護 予 防 の 推 進 」、「 第 2 節  保 健 ・ 医 療 」 の 課 題 と し て 「 在 宅 医 療 シ ス テ ム の 構

築 」、「 第 3 節  地 域 」の 課 題 と し て「 多 様 な 主 体 の 横 の つ な が り 」を 掲 げ て い る が 、

団 塊 の 世 代 が 75 歳 以 上 と な る 平 成 37 年 を 見 据 え 、 地 域 に お い て 一 体 的 に サ ー ビ ス

を 提 供 す る 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム を 構 築 す る こ と が 求 め ら れ て い る 。  

 

○  高 齢 化 の 進 行 （ P.56～ 59）  

医 療 や 介 護 を 必 要 と す る 高 齢 者 が 増 加 す る 一 方 、 ひ と り 暮 ら し 高 齢 者 や 高 齢 者

夫 婦 の み の 世 帯 は 急 増 し 、 家 庭 に お け る 介 護 力 は 大 き く 低 下 す る 。  

 

○  在 宅 医 療 及 び 医 療 と 介 護 の 連 携 の 状 況 （ P.60～ 63）  

高 齢 者 の 在 宅 で の 療 養 生 活 を 支 え る た め 、 在 宅 医 療 が 不 可 欠 で あ る が 、 十 分 に

提 供 さ れ て い る と は い え な い 。ま た 、医 療・介 護 の 切 れ 目 の な い 提 供 が 求 め ら れ

て い る が 、 両 者 の 連 携 は 十 分 で は な い 。  

 

○  地 域 包 括 ケ ア の 課 題 （ P.64～ 65）  

地 域 包 括 ケ ア を 進 め る た め に は 、 在 宅 医 療 の 充 実 、 人 材 の 育 成 、 各 職 種 ・ 各 機

関 の 関 係 の 強 化 、情 報 の 共 有 、予 防・生 活 支 援・住 ま い の 充 実 や 認 知 症 対 策 等 が

課 題 と な っ て い る 。  

 

【 取 組 の 方 向 性 】（ P.66～ 67）  

○  市 町 村 等 が 取 組 を 進 め る た め の 参 考 と な る よ う 、 地 域 の 社 会 資 源 の 状 況 に 応

じ た モ デ ル を 提 示 す る こ と が 必 要 で あ る 。  

○  モ デ ル に つ い て は 、 モ デ ル 地 区 を 設 定 し 、 モ デ ル ケ ー ス と し て 地 域 の 特 性 に

応 じ た シ ス テ ム の 構 築 を 図 っ て い く 。  

○  モ デ ル 地 区 で は 、 3 年 間 モ デ ル 事 業 を 実 施 し 、 シ ス テ ム の 実 現 を 図 る と と も

に 、 毎 年 度 評 価 、 分 析 し な が ら 他 の 地 区 へ 普 及 さ せ て い く 。  


